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令和４年度第１回那珂市総合計画策定委員会 会議録 

 

〇日時 令和４年６月２１日（火）午後１時３０分～午後３時 

 

〇場所 那珂市中央公民館２階 講座室 

 

〇出席者 

（１）委員 

  玉川明委員長、宮﨑洋一副委員長、勝井明憲副委員長、 

鹿志村貢委員、野田敏之委員、増子健一委員、上原精一委員、里口邦夫委員、仲田精委員、

松淵慶信委員、綿引桂太委員、三瓶哲也委員、後藤京子委員、篠原惠子委員、 

岡田真理子委員、稲川敏夫委員、萩野谷静子委員、小針唯香委員、中島唯委員、 

山口真太朗委員、大津貴哉委員、篠原広明委員、会沢義範委員、石井宇史委員、 

髙安正紀委員、会沢実委員、渡邊勝巳委員、金野公則委員、海老澤美彦委員、田口裕二委員、

小田部茂生委員 

（２）事務局 

  企画部：部長 大森 信之 

政策企画課：課長補佐（総括） 宇佐美智也、課長補佐（政策企画グループ長）和田哲郎、

主幹 圷義彦、主事 金塚祐樹 

（３）コンサルタント会社 

  株式会社 ぎょうせい：研究員 堀内康史 

   

〇欠席者 

（１）委員 

  青木麻実委員、木内芽生委員 

 

〇会議内容 

１ 開会 

〔司 会〕 本日はお忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

会議の開催前に、本来であれば、委員の皆様、お一人おひとりに、市長より委嘱

状を交付させていただくところですが、本日は協議内容が多いため、時間の都合上、

あらかじめ、皆様のお席にお配りさせていただきました。 

誠に申し訳ございませんが、ご了承の上、ご査収いただきたいと存じます。それ

ではここで、市長より、ひとことご挨拶をいただきます。 

〔市 長〕 皆さんこんにちは。那珂市長の先﨑光でございます。 

日頃みなさまにおかれましては市政運営に多大なるご協力をいただきありがとう

ございます。またこの度は、那珂市総合計画後期基本計画でございますが、この策

定委員会にご参加いただき誠にありがとうございます。自治活動の代表の皆様、あ
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るいは各種団体、企業、そして学生の皆さんにも参加いただいております。いろい

ろな方の声を集めて残り５年間の総合計画の後期計画を作っていきたい、そのよう

に思っています。 

総合計画は、ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、那珂市の最上位計画

です。総合計画があって、その下にいろいろな計画があり、一番大本になるのが総

合計画です。前期の５年がまもなく終わります。残り５年間那珂市をどういう方向

に向けていくか、どういう方向に進んでいくか、そういったことを決めていただく

ことになります。 

ご承知のように、昨今の世界情勢から始まり、経済、コロナ、様々な問題があり

ます。５年が経つと、世界もだいぶ変わってきます。そういった中で私たちは、こ

の那珂市を、これからも皆さんが希望をもって住み続けられるそういうまちにして

いかなければなりません。そこで大きな羅針盤となるのが、この総合計画後期基本

計画であります。そのことをぜひ踏まえていただいて、皆様の忌たんのないご意見

を、そして特に、お願いしたいのは、役所の文章は定型的で口を挟めないような雰

囲気をもしかしたら感じる部分もあるかもしれません。しかし、学生さんは学生さ

んなりに、企業は企業なりに、自治会は自治会なりに、感じたことで結構です。そ

ういったものをみんなでたたき合わせて、一つのものができれば、と思っています。

どうぞ、気が付いたことを遠慮しないで発言をしていただければと、そのように私

からもお願い申し上げます。 

全体的な進行については、玉川副市長が進めさせていただきます。ご協力、ご支

援をよろしくお願いいたします。この後予定がありますので、私は途中で中座をし

ますが、皆様方には、心から御礼と感謝を申し上げて、あいさつに代えさせていた

だきます。 

〔司 会〕 ありがとうございました。 

それでは早速ですが、会議の方に移りたいと思います。 

申し遅れましたが、私、本日の進行を務めさせていただきます、企画部政策企画

課の宇佐美と申します、どうぞよろしくお願いいたします。 

それではただいまより、令和４年度第１回那珂市総合計画策定員会を開催いたし

ます。 

本日お配りしております次第に沿って、進めてまいりますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、次第の２、委員長あいさつでございますが、那珂市総合計画策定員会

設置規則第３条第２項の規定によりまして、「委員長には副市長をもって充てる」と

の定めがございますので、玉川明副市長よりごあいさつをいただきたいと存じます。 

 

２ 委員長あいさつ 

〔副 市 長〕 みなさんこんにちは。 

副市長の玉川でございます。せん越ではございますが、委員長の任務を務めさせ

ていただきますのでよろしくお願いいたします。市長からも挨拶がありましたが、

第２次那珂市総合計画の令和９年度までの後期（基本）計画をこの委員会を通して

策定していくことになります。これから半年余りで、皆さんのご協力をいただきな

がら進めていくということになります。明るい未来に向けた、実りある後期計画に

していきたいと思います。皆様のご協力の程をどうかよろしくお願い申し上げて、

簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

〔司 会〕 ありがとうございました。 

続きまして、次第の３、委員及び事務局職員紹介でございますが、本日は第１回

目の会議でございますので、各委員及び事務局職員の紹介をさせていただきたいと

存じます。 
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まず、各委員のご紹介につきましては、お手元にお配りしております名簿の順で、

自己紹介をお願いしたいと存じます。それでは、恐れ入りますが、１番の鹿志村貢

委員からお願いいたします。 

 

３ 委員及び事務局職員紹介 

〔鹿志村委員〕神崎地区まちづくり委員会の鹿志村といいます。よろしくお願いします。 

〔宮﨑委員〕 額田地区まちづくり委員会の委員長をしております、宮﨑洋一と申します。どう

ぞよろしくお願いします。 

〔野田委員〕 皆さんこんにちは。菅谷地区まちづくり委員会の副委員長の野田と申します。私

は静岡県浜松の出身です。現役の時はほとんど自治会の活動をしておりませんでし

た。そういう意味で、今あるまちづくり委員会の委員を承っておりますが、非常に

日々勉強するところがあります。この機会で、意見が言えたらいいな、というかた

ちで参加しております。 

〔増子委員〕 皆さんこんにちは。五台地区まちづくり委員会の委員長の増子でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

〔上原委員〕 戸多地区まちづくり委員会の委員長をしています、上原です。よろしくお願いし

ます。 

〔里口委員〕 皆さんこんにちは。芳野地区まちづくり委員会、副委員長の里口です。また鴻巣

自治会長も務めておりますので、よろしくお願いします。 

〔仲田委員〕 木崎地区まちづくり委員会委員長の仲田です。よろしくお願いいたします。 

〔松淵委員〕 瓜連地区まちづくり委員会の松淵と申します。よろしくお願いします。 

〔綿引委員〕 皆さんこんにちは。アグリビジネスネットワーク、フェルミエ那珂の会長をして

おります、綿引と申します。よろしくお願いします。 

〔三瓶委員〕 こんにちは。ＪＰＣ株式会社の三瓶と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〔後藤委員〕 那珂市消防団、女性分団の後藤京子と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〔篠原惠子委員〕 女性ネットワークなか、会長の篠原惠子です。よろしくお願いします。 

〔岡田委員〕 皆様こんにちは。那珂市社会福祉協議会次長兼菅谷分室長の岡田でございます。

皆様には日ごろから大変お世話になっております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〔稲川委員〕 皆さんこんにちは。総合型地域スポーツクラブ、ひまわりスポーツクラブの会長

をしております、稲川です。よろしくお願いします。 

〔勝井委員〕 住民代表の勝井明憲です。津田に住んでおります。どうぞよろしくお願いします。 

〔萩野谷委員〕住民代表の萩野谷です。自分の経験が活かせたらいいなと思って参加しました。

よろしくお願いします。 

〔小針委員〕 常磐大学総合政策学部法律行政学科３年の小針唯香と申します。よろしくお願い

します。 
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〔中島委員〕 同じく、常磐大学総合政策学部法律行政学科３年の中島唯と申します。よろしく

お願いいたします。 

〔山口委員〕 常磐大学総合政策学部総合政策学科の山口真太朗です。どうぞよろしくお願いい

たします。 

〔大津委員〕 同じく常磐大学法律行政学科４年の大津貴哉と申します。生まれも育ちも那珂市

なので、何かお力になればと思います。よろしくお願いします。 

〔篠原広明委員〕 皆さんこんにちは。企画部政策企画課長をしております篠原と申します。ど

うぞよろしくお願いします。 

〔会沢義範委員〕 総務課長をしております、会沢と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〔石井委員〕 市民生活部防災課長をしております、石井と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

〔髙安委員〕 保健福祉部参事兼社会福祉課長の髙安と申します。どうぞ、よろしくお願いいた

します。 

〔会沢実委員〕 産業部農政課長の会沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

〔渡邊委員〕 建設部都市計画課で課長をしております、渡邊と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

〔金野委員〕 皆さんこんにちは。上下水道部下水道課、課長の金野と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

〔海老澤委員〕 農業委員会の事務局長をしております、海老澤です。よろしくお願いします。 

〔田口委員〕 皆さんこんにちは。教育委員会教育部学校教育課長をしております、田口と申し

ます。よろしくお願いいたします。 

〔小田部委員〕 皆さんこんにちは。消防本部総務課長をしております、小田部と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

〔司 会〕 皆さん、大変ありがとうございました。続きまして、事務局紹介に参ります。 

〔大森部長〕 皆さんこれから大変お世話になります。企画部長をしております、大森と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

〔和田課長補佐〕 皆さんこんにちは。政策企画課政策企画グループ長をしております、和田と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

〔圷 主 幹〕 同じく、政策企画課、圷と申します。よろしくお願いいたします。 

〔金塚主事〕 同じく、政策企画課、金塚と申します。よろしくお願いいたします。 

〔宇佐美課長補佐〕 最後に私政策企画課、課長補佐の宇佐美と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。また、本日は、今回の第２次那珂市総合計画後期基本計画の策定に

当たり、その業務全般を支援いただくコンサルタント会社から、１人が出席してお

りますので、ご紹介いたします。 

〔（株）ぎょうせい〕 こんにちは。株式会社ぎょうせい研究員の堀内と申します。よろしくお願

いいたします。 
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４ 那珂市総合計画策定委員会の会議の公開等に関する取決め事項及び那珂市総合計画

策定委員会設置規則について 

〔司 会〕 それでは、次に移りたいと存じます。 

次第の４、那珂市総合計画策定委員会の会議の公開等に関する取決め事項及び 

那珂市総合計画策定委員会設置規則について、事務局よりご説明申し上げます。 

〔事 務 局〕 皆様、説明に入る前に、資料の確認をさせていただきます。 

       本日の資料につきましては、事前に郵送等でお配りさせていただきましたが、 

  ・ 第２次那珂市総合計画（冊子） 

  ・ 令和４年度第１回那珂市総合計画 策定委員会 次第 

  ・ 那珂市総合計画策定委員会 委員名簿（令和４年度） 

  ・ 資料１ 那珂市総合計画策定委員会の会議の公開等に関する取決め事項 

  ・ 資料２ 那珂市総合計画策定委員会 設置規則 

  ・ 資料３ 第２次那珂市総合計画の概要 

  ・ 資料４ 第２次那珂市総合計画 前期基本計画 評価結果報告書 

  ・ 資料５ 第２次那珂市総合計画 後期基本計画 策定方針 

  ・ 資料６ 第２次那珂市総合計画 後期基本計画 策定スケジュール 

  ・ 資料７ 第２次那珂市総合計画 後期基本計画 骨子案 

以上が、本日の資料となります。 

また、本日、皆様のお席に、資料４の訂正（差し替え）部分の資料を１枚、置か

せていただきました。こちらについては、資料４の説明のときにご説明させていた

だきます。 

以上の資料に、不足等はございませんでしょうか。 

 

（特に不足等はなし） 

 

【那珂市総合計画策定委員会の会議の公開等に関する取決め事項】の説明 

〔事 務 局〕 それでは、初めに、「那珂市総合計画策定委員会の会議の公開等に関する取決め事

項」からご説明させていただきます。 

着座にて失礼します。 

【資料１】をご覧ください。 

こちらは、この「那珂市総合計画策定委員会」の会議の公開等に関しての取決め

事項となります。 

まず、１の「会議の公開について」でございますが、「委員会の会議は、原則とし

て公開とします。ただし、委員長が、公平かつ中立な審議に支障を及ぼすおそれが

あると認めるときは、会議に諮って全部又は一部を非公開とすることができる。」と

しております。 

次からの、２番目、３番目、４番目では、それぞれ「委員名簿」や「会議資料」、

「会議録」の公開についての取決めが記載されておりますので、ご確認ください。 

５番目の「傍聴について」では、会議を傍聴するための方法や禁止事項等を記載

しております。 

裏面は、「会議傍聴人受付簿」となっておりまして、この会議を傍聴されたい方は、

こちらに必要事項を記入していただいて、傍聴していただきます。 

以上、簡単ではございますが、「那珂市総合計画策定委員会の会議の公開等に関す

る取決め事項」の説明となります。 
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【那珂市総合計画策定委員会設置規則】の説明 

〔事 務 局〕 続きまして、「那珂市総合計画策定委員会設置規則」についてでございますが、本

日は、委員委嘱後の初めての会議でございますので、改めて、本委員会の設置規則

について、ご説明させていただきます。 

【資料２】をご覧ください。 

始めに、第１条の、「設置」でございますが、本委員会は、その名のとおり、「那

珂市総合計画を策定するため」に設置するものでございます。 

次に、第２条の、「構成」でございますが、先程皆様に自己紹介をしていただきま

したとおり、本委員会の委員は、「住民の代表」、「副市長」及び「各課室の代表」で

構成しております。 

次に、第３条、「委員長及び副委員長」でございますが、「委員会に、委員長及び

副委員長２人を置き」、「委員長には副市長を、副委員長には委員長が委員の中から

指名した者をもって充てる。」となっております。 

なお、副委員長のお二人につきましては、この規定によりまして、後程、委員長

に指名をしていただきます。 

次に、第４条の、「任期」でございますが、「委員の任期は、総合計画の策定が終

了したときまで」としております。今回は、令和４年度中に後期基本計画を策定し

ますので、皆様の任期は、令和５年３月までを予定しております。 

次に、第５条の、「会議」でございますが、「委員会の会議は、委員長が招集し、

会議の議長」となります。 

なお、今回の会議につきましては、委員委嘱前に開催通知を発送する都合がござ

いましたので、那珂市長名で招集させていただきました。 

また、「会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するとし、可否同数のときは、

議長の決するところによる。」としております。 

次に、第６条の、「報告」でございますが、この「委員会で、総合計画についての

調査研究を行った結果を、庁議に報告するものとする。」としております。 

この「庁議」と言いますのは、市長主宰のもと、副市長、教育長、各部の部長な

どが出席する会議でございまして、市の将来構想や主要施策、重要計画などについ

て審議するとともに、各部間の連絡調整を行うなど、市政の適正かつ効率的な執行

を図ることを目的とした会議でございます。 

次に、第７条の、「ワーキングチーム」でございますが、この「委員会には、専門

的事項の調査研究を行うための、ワーキングチームを設置することができる。」とし

ております。 

今回の後期基本計画の策定に当たりましては、このワーキングチームを既に設置

しておりまして、各課室の課長補佐（総括）級の職員が構成員となり、令和４年５

月９日（月）に第１回目の会議を、５月２７日（金）には、第２回目の会議を開催

しております。 

次に、第８条の、「庶務」でございますが、「委員会の庶務は、企画部政策企画課

において処理する。」としております。 

最後に、裏面の第９条、「補則」でございますが、「この規則に定めるもののほか、

委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。」としております。 

以上、「那珂市総合計画策定委員会 設置規則」の説明とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〔司 会〕 ただいま事務局のほうから説明をさせていただきました。ただ今の説明にご質問

等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

        

（質問なし） 
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５ 協議事項 

（１）副委員長の指名について 

〔司 会〕 続きまして、次第の５、協議事項でございますが、那珂市総合計画策定委員会設

置規則第５条第１項の規定によりまして、これからの進行を玉川委員長にお任せし

ます。 

〔議 長〕 それでは、次第に従いまして、会議を進めます。 

       次第の５（１）、副委員長の指名について事務局より説明をお願いします。 

〔事 務 局〕 それでは、「副委員長の指名」について、ご説明させていただきます。 

先程、【資料２】により、本委員会の設置規則についてご説明したところですが、

設置規則第３条第１項の規定では、本委員会に副委員長を２人、置くこととしてお

りまして、同条第２項の規定では、「副委員長は、委員の中から委員長が指名した者

をもって充てる」としているところです。 

従いまして、これから、委員長には、副委員長２人の指名をお願いしたいと存じ

ます。 

〔議 長〕 ただいま事務局から説明がありましたとおり、副委員長は委員長が委員の中から

指名するということで、私の方から指名させていただきます。 

まず、お一人目、額田地区まちづくり委員会委員長の宮﨑洋一委員にお願いした

いと思います。もうお一方は、公募の枠でご就任いただいております、勝井明憲委

員に副委員長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〔司 会〕 恐れ入りますが、宮﨑副委員長、勝井副委員長におかれましては、前の席の方へ

ご移動の方をお願いいたします。 

 

（２）第２次那珂市総合計画の概要について 

〔議 長〕 それでは、次に移ります。 

次第の５（２）、第２次那珂市総合計画の概要について、事務局より説明をお願い

します。 

〔事 務 局〕 それでは、「第２次那珂市総合計画の概要」について、ご説明させていただきま

す。 

説明資料は【資料３】となります。 

皆様の中には、「総合計画」という言葉を初めてお聞きになる方もいらっしゃる

かと思いますので、総合計画とはどのようなものか、ここで改めてご説明させてい

ただきます。 

「総合計画」とは、自治体が目指す将来像を定め、その将来像を実現するための

まちづくりの基本理念や施策を体系的に示したもので、自治体におけるまちづくり

の最上位計画に位置付けられるものです。 

「まち」を大きな船に例えるならば、総合計画は、「まち」の今後の行き先や進

み方を指し示す「羅針盤」と言えます。 

自治体では、福祉、環境、教育、都市計画などの各分野において、様々な施策を

展開しておりますが、それらの施策は、この「総合計画」に基づき実施されること

になります。 

それでは、【資料３】１枚目の下段をご覧ください。 

総合計画の構成と期間でございますが、第２次那珂市総合計画は、「基本構想」

「基本計画」及び「実施計画」で構成されておりまして、「基本構想」は、目指す

べき市の将来像を定め、その実現に向けたまちづくりの基本理念と施策の大綱を明

らかにするもので、その計画期間は、平成３０年度から令和９年度までの１０年間

となってございます。 
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「基本計画」は、基本構想で示した施策の大綱に基づき、根幹となる施策を体系

的に示し、施策ごとの取組方針を明らかにするものでございます。社会経済情勢の

変化に的確かつ柔軟に対応するため、計画期間は５年とされておりまして、後期基

本計画の計画期間は、令和５年度から令和９年度までとなります。今回は、この後

期基本計画を主に策定します。 

「実施計画」は、基本計画で定めた施策の方針に基づき、３年間の具体的な事業

計画を明らかにするものでございます。実効性の高い計画とするため、毎年度見直

しを行うローリング方式により策定します。 

１枚おめくりください。 

「基本構想」は、「人と地域が輝く 安心・安全な住みよいまち 那珂」と市の

将来像を定め、３つの基本理念を設定し、その基本理念に基づく６つの施策の大綱

を掲げております。そのほか、下段にございます、総合計画の計画期間における将

来人口と産業別就業人口の推計を記載した「将来人口推計」や、土地利用の方針・

都市ネットワークによる連携について明記した「土地利用構想」が、「基本構想」

の内容となってございます。 

次のページをご覧ください。 

基本計画ですが、①前計画の取組、②現状、③課題、④施策の目的と成果指標、

⑤基本事業と主な事務事業、⑥基本事業ごとの方針で構成されておりまして、現在

策定されている前期基本計画の３１の施策について、今回、前期基本計画の取組と

現状を踏まえて、これらを見直しし、目標年度である令和９年度までの５年間の後

期基本計画を策定します。 

１枚おめくりいただいて、最後のページをご覧ください。 

上段の、計画の進行管理と行政評価でございますが、本計画の策定後は、行政評

価システムを用いて進行管理を行っていくということでございます。行政評価シス

テムとは、計画に掲げた施策や基本事業、事務事業ごとに、成果指標を設定し、そ

れらの指標を毎年度測定することで、前年度の活動内容を評価し、次年度以降の取

組に反映させていく仕組みです。 

いわゆる「ＰＤＣＡサイクル」を回していくことになりますが、今回の後期基本

計画策定に当たっては、前期基本計画の取組を「Ｃｈｅｃｋ（評価）」し、課題等

を明確にしたうえで「Ａｃｔ（改善）」し、「Ｐｌａｎ（後期基本計画）」を策定

することになります。 

下段の「まとめ」の部分は省略させていただきまして、以上が、「第２次那珂市

総合計画の概要について」の説明となりますが、平成30年３月に策定した「第２次

那珂市総合計画」の冊子を、本日の会議資料と一緒に皆様のお手元に送付させてい

ただいたかと存じます。これから後期基本計画を策定するにあたり、そちらも参考

にしていただければと存じます。 

説明は以上となります。 

よろしくお願いいたします。 

〔議 長〕 ただいまの説明について、ご質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

 （意見なし） 

 

 

（３）第２次那珂市総合計画前期基本計画評価結果報告について 

〔議 長〕 それでは、次に移ります。 

次第の５（３）、第２次那珂市総合計画前期基本計画評価結果報告について、事務

局より説明をお願いします。 
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〔事 務 局〕 それでは、ご説明させていただきます。「第２次那珂市総合計画 前期基本計画 

評価結果報告」について、ご説明させていただきます。 

【資料４】をご覧ください。 

始めに、資料の訂正についてでございます。 

本日、皆様のお席に、資料４の訂正（差し替え）部分の資料を１枚、置かせてい

ただきました。 

資料４の８ページでございます。訂正版の方をご覧になっていただければと存じ

ますが、赤字で記載されている部分でございます。施策１から施策３まで、表が３

つ記載されておりますが、いずれの表も、中央部分２段目に記載のある「単位」の

右側４つの欄の記載がずれておりました。赤字のものが修正後の正しい記載となり

ます。 

大変申し訳ございませんでした。 

それでは、「第２次那珂市総合計画 前期基本計画 評価結果報告」の説明に移

らせていただきます。 

資料４をご覧ください。 

２枚おめくりいただいて、１ページ目の「評価の目的・趣旨」でございますが、

現行の第２次那珂市総合計画前期基本計画の計画期間が、令和４年度をもって終了

することから、これから策定する後期基本計画での取組に活かすため、前期基本計

画の施策ごとに進捗状況の評価を行いました。 

この報告書は、毎年度実施している施策評価の資料を基に、進捗状況を評価した

ものとなってございます。 

次の２ページ目の一覧表が、前期基本計画の施策の体系となっておりまして、６

つの政策に対し、３１の施策を掲げております。 

１枚おめくりいただいて、次のページの３ページからが、３１の施策に対し、前

期基本計画で定めた６７の成果指標と、施策評価の成果指標を併せた、全部で１０

６の成果指標について、平成２８年度の実績値と、令和２年度の中間目標値とを比

較して、令和２年度の実績値が、向上しているのか、低下しているのか、また、近

隣他市と比較して、高い水準か、低い水準か、を、評価した一覧となってございま

す。 

なお、令和３年度の実績値については、現在、各課において、とりまとめを行っ

ているところでございます。 

３ページからの、それぞれの一覧表の一番左側の欄に成果指標名が記載されてお

りますが、指標名の最後にアスタリスク（＊）、こちらが付いている指標が、前期

基本計画で定めている指標となっております。 

ここでまた資料の訂正をお願いしたいのですが、資料の３ページの、一番下の施

策３の一覧表のうち、上から３番目の「市の行政情報を把握していると答えた人の

割合」と、その下の「市民からの意見、提案等件数」の指標に付いているアスタリ

スク（＊）につきましては、間違いでございます。この二つの指標は「施策評価」

の指標となりますので、アスタリスク（＊）の削除をお願いします。 

同じ訂正で、もう１か所ございます。７ページの一番上の、施策７の一覧表のう

ち、一番下の「都市計画法に基づく勧告件数」の指標に付いているアスタリスク（＊）

についても、間違いでございます。こちらも削除をお願いします。 

説明に戻ります。 

資料の３ページからの成果指標の、一つ一つの評価につきましては、後でご覧に

なっていただければと存じますが、資料の１４ページからが、評価結果のまとめと

なっております。 

１４ページの円グラフをご覧いただきますと、全体で３１の施策について、時系

列比較評価と近隣他市との比較評価ごとに、割合で見てみますと、時系列比較評価

では、「かなり向上した」と「どちらかと言えば向上した」を合計すると、１４施

策で４５％となり、着実に成果を上げている一方で、「横ばい」は８施策で２６％、

「どちらかと言えば低下した」と「かなり低下した」を合計すると９施策で２９％

となっております。また、近隣他市との比較評価では、「かなり高い水準である」
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と「どちらかと言えば高い水準である」を合計すると、１０施策で３２％、「どち

らかと言えば低い水準である」と「かなり低い水準である」を合計すると、９施策

で２９％となっており、ほぼ同じ割合となっております。 

なお、「ほぼ同水準である」の割合が一番高く、１２施策で３９％となっており

ます。 

次のページからが、評価結果を分析した内容となってございます。１５ページが

マトリクス表にまとめたものでございまして、その説明が、次の１６ページからに

なります。 

一部ご説明しますと、１６ページは、「向上又は水準の高い施策」の説明となっ

ておりまして、１番目の「時系列評価が「かなり向上した」施策」については、表

に記載の二つの施策があり、「成果の背景」としましては、「２－３ 交通安全を推

進する」の施策につきましては、「交通安全教室の開催や交通安全広報活動等の成

果から、交通事故件数や交通事故負傷者数が大きく減少したと考えられます。」と

いうことで、もう１つの、「５－１ 活力ある農業の振興を図る」の施策につきまし

ては、「担い手育成のための認定農業者等への支援を継続的に実施したことで、認

定農業者数が増え、目標値に達しており、また、農地中間管理事業による農地流動

化を促進したことで担い手への農業集積率は目標値に達していないものの、割合は

高くなったと考えられます。」ということでございます。 

以下、「「どちらかと言えば向上した」及び近隣他市との比較評価が「どちらか

と言えば高水準である」施策」についてや、「低下又は水準の低い施策」について、

説明をしてございますが、時間の都合上、後でご確認いただければと存じます。 

最後に、２０ページの「評価を踏まえた、後期基本計画の方向性」でございます。 

これらの、各施策の評価を後期基本計画での取組に活かすために、現在自治体に

求められている社会のニーズを踏まえながら、今後の方向性について検討します。 

まず、「第２期那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる取組の推進」で

ございますが、「出生率の低下によって引き起こされる人口減少に歯止めをかける

とともに、住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持するため

に、人口流入、定住の促進や若い世代の就労、結婚、子育ての希望を実現する等の

課題への取組を実施する総合戦略は、多くの施策と結びついています。その総合戦

略の取組を推進することで本市の魅力を高め、本市に愛着を感じる市民、本市に訪

れる人、移り住む人の増加を図ることで持続可能なまちづくりを目指すことが求め

られています。」 

次に、「ｗｉｔｈコロナに対応した行政運営」でございますが、評価結果を見ま

すと、「３‐６」 健康で生きがいをもって暮らせる保健体制の充実を図る」と「５

－３ 地域資源を活かした観光の振興を図る」については、新型コロナウイルス感染

症の影響により、時系列比較が低い評価となっておりました。 

他の施策にも言えることでございますが、今後、ｗｉｔｈコロナの中で住民サー

ビスを維持、向上させるためには、デジタル技術を活用し、人々の生活をより良い

方向に変化させるＤＸ化の推進が求められると考えられます。ＤＸ化を推進するこ

とで、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現

できる、誰一人取り残さない、人にやさしいデジタル社会を目指していく必要があ

ります。 

最後に「ＳＤＧｓの推進」でございますが、「ＳＤＧｓは、経済・社会・環境の

総合的な取組を推進し、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すもの

で、その取組は、本市の行政運営と重なる部分がございます。近隣他市との比較で、

低い水準と評価しております、「２‐６ 利便性の高い交通基盤を整える」や、時系

列比較の評価が低くなっております、「３－１ 安心して子どもを産み育てられる環

境を整える」につきましても、ＳＤＧｓの１７のゴールに結びつく施策であり、Ｓ

ＤＧｓの理念を踏まえた上で持続可能なまちづくりの実現を目指して各施策を進め

ていく必要があります。」 

と、いうことでございます。 

以上、「第２次那珂市総合計画 前期基本計画 評価結果報告」の説明とさせて
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いただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〔議 長〕 ただいまの説明について、ご質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。 

〔宮﨑副委員長〕 ２つ確認したいのですけど、１つは、「近隣他市」とありますが、これはど

こを指すのでしょうか。そして近隣他市と比較しているので、同じ指標を使ってい

るのかどうか。もう1つは、成果指標について、施策を適切に評価できる指標になっ

ているのかどうか。見直しが必要なのかどうか、その辺をどう考えているのか、お

願いします。 

〔事 務 局〕 近隣他市としては、水戸市、ひたちなか市等が挙げられています。成果指標が同

じものか、という点については、同じものを用いて比較しています。施策を適切に

評価できているか、については、総合計画の成果指標については５年間そのまま継

続した指標としております。それ以外の施策評価の指標については、その時々適切

な評価指標を各担当部署が判断しそれぞれ評価を実施しています。以上となります。

よろしくお願いします。 

〔勝井副委員長〕 資料２０ページ、後期基本計画の方向性のところで、文章のまとまりが悪い

感じがします。１番と３番が同じ持続可能なまちづくりを目指す、という結論にな

っています。ちょっと重なっているので、これは分けるか、1つにまとめてしまった

ほうがいいのではないでしょうか。持続可能なまちづくりという表現は正しいと思

います。 

喜ばしいと感じたのは、農業振興の施策について、「かなり向上した」という評

価になっており、農業の担い手が増えてきているのですね。那珂市はやはり農業が

メインの産業ですから、担い手が増えてきていることはとてもよいと思います。そ

の施策をもっと強力に推進していくという、特徴あるまちづくり、自立していくま

ちづくりそういうものを目指す、という市の姿勢を示してほしい。前期では市民と

の協働というのが非常に強い柱でありました。今回の資料では出てきていません。

人口の減り方も那珂市は少ないですね。近隣の市町村と比較すると、平成２７年か

ら令和２年までで那珂市は２％の人口減少でした。それに比べ常陸太田市や常陸大

宮市は８％減少し、４倍減っているのです。大子町は１３％減少しています。那珂

市は水戸市のベッドタウンとしての役割をちゃんと担ってきている。そこに価値が

出てきているという風に判断すべきだし、アンケートでは住みやすいまちと回答す

る人が増えてきている。住みやすいまち、というのは自然災害が少ないだけではな

く、そう答えた人は理由があるはずで、そういう理由をきちんと分析して、そして

それを推し進めていくことで、近隣市町村と差別化を図っていく、そういう方向性

を示すべき。持続可能とか、ＳＤＧｓとか今はやりの言葉を並べるのではなくて、

そういうことをしっかり書いてほしい。少しまとめ直すか、次に計画を作るときに

私の意見を参考にしていただきたいという風に思っております。 

最後に言いたいことは、持続可能なまちづくりやＳＤＧｓは市民にまだあまりな

じみがありません。きちんと理解している人は少ないと思います。そういうところ

を正しく認識してもらうための丁寧な説明をしていくことも、この５年間でやらな

ければならないと思います。デジタル技術やＤＸなどカタカナ文字がたくさん出て

くるが、市民になじんでいないので、そういうところを丁寧に説明していく必要が

あると思っています。 

〔事 務 局〕 貴重なご意見ありがとうございます。冒頭で市長の挨拶にもあったように総合計

画は那珂市の最上位計画であり、市民の誰にでも分かりやすい計画であるべきと考

えてございます。勝井副委員長からいただいたとおり、中身をよく精査し、今後総

合計画に反映させていきたいと考えます。 
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〔上原委員〕 ７ページの施策９「効率的に生活排水を処理する」の評価についてお尋ねしたい

と思います。その数字が、下水道の普及率についてまとめられています。今下水道

の工事をやっているが、１区画だけ工事はやらないといわれた地区があるのですね。

私の住んでいるところですが。これは不公平なことだと思う。理由があるのであれ

ば、そこの住民を集めて説明してもらうと助かります。正式な説明がなくて、あな

たのところは下水道を敷設しないよ、と。昔聞いた話では、平成１０年ごろには、

ここら辺は全て下水道が敷設されるということでしたが、戸多地区では、北半分は

農業集落排水施設が実現し、小学校から南側は、今工事を進めています。中谷原地

区が除外されているわけです。担当課から説明をお願いしたいと思います。 

〔下水道課〕 今のご質問については、いろいろあるのですが、まずは皆様にご不便ご心配をお

かけしているところは大変申し訳なく思っています。ここにある汚水処理人口普及

率については、公共下水道と農業集落排水、合併処理浄化槽の３つの柱での処理に

よる数字となっています。今のお住いの地区の周りは公共下水道で整備されていま

すが、残念ながらまだ整備が行われていない、と。また令和３年３月に市の方で下

水道計画の全体見直し方針を立てさせていただき、その方針では、お住いの地区が

公共下水道から外されていることはどういうことかというご質問かと思いますが、

公共下水道の整備については相当な費用がかかり、かかった費用についてどうやっ

てお金を捻出していくのか。基本的には借金になります。借金を未来の人たちに残

していくのか、という点を踏まえると、どうしても公共下水道で全部行くのだ、と

いう点を見直さなければならない、ということで、一部の地区については公共下水

道ではなく合併処理浄化槽の方の対応でお願いできないか、という方針を書かせて

いただきました。合併処理浄化槽については、補助金等を補助させていただいてお

ります。公共下水道は難しいということで、（合併処理浄化槽に）転換をしていた

だく件数は相当増えています。下水道課のほうでもアナウンスが十分できていなか

ったこともあり、皆さんに事業の見通しを見える化したのが指針でございます。ご

理解のほどお願いいたします。また説明会の話もありましたが、コロナ禍というと

ころで、話ができなかったというところは大変申し訳ございません。説明会を一部

開催したところもあるのですが、またコロナがまん延し中止という形にさせていた

だいております。今整備しているところについては、令和８年度までには整備を終

わらせようとしております。また新たな整備地区も選定しなければなりません。ご

不便をおかけしているところでございますが、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

〔上原委員〕 今の説明は、大体分かるのですが、令和３年の３月に指針を策定したのであれば、

あなたの地区は除くよ、という説明があってしかるべきだと思います。 

〔議 長〕 すみません、この場は施策の全般について議論する場ですので、個別の案件につ

いては、またこの会議とは別にきちんと回答させていただきたいと思います。この

場は全般的な話でお願いしたいと思います。 

〔勝井副委員長〕 今の話で言うと、都市計画とか土地利用計画とか古くからあるのですね。そ

れを後生大事に守るのではなく、先ほど申し上げたように、水戸に近いという利点

を活かすために若い人がここに住もうとしたときに、やはり下水道が普及していな

いといけない、というのもあると思います。そういうのは生活しやすさ、住みやす

さ、そういうものが人を増やす要因になっているのであれば、都市計画とか土地利

用計画を少し変えて、予算を確保し重点化して、今後考えてもらいたいと思います。 

〔議 長〕 そういうところを心がけて対応していただければと思います。 

その他ご意見ございますでしょうか。 

 

    （意見なし） 
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（４）第２次那珂市総合計画後期基本計画策定方針について 

〔議 長〕 それでは、次に移ります。 

次第の５（４）、第２次那珂市総合計画後期基本計画策定方針について、事務局よ

り説明をお願いします。 

〔事 務 局〕 それでは、ご説明させていただきます。「第２次那珂市総合計画 後期基本計画 

策定方針」について、ご説明させていただきます。 

【資料５】をご覧ください。 

この資料は、今年の３月８日の庁議に諮り、承認を得ていますとともに、先月５

月２６日に開催されました市議会全員協議会において説明したものでございます。 

先ほどご説明した「総合計画の概要」と重複する部分もございますので、一部省

略してご説明いたしますが、まず、１の「計画策定の趣旨」でございますが、６行

目からの２段落目からでございますが、「現在本市は、大規模化する自然災害への

対応、社会経済状況や人口構造の変化、デジタル化をはじめとする技術革新や新型

コロナウイルス感染症の拡大による人々の意識と日常生活の変化等、様々な課題に

直面しています。また、社会保障費の増大や社会資本の整備、老朽化した公共施設

の修繕等により財政負担が大きくなる一方で、少子高齢化や新型コロナウイルス感

染症の影響による歳入の減少は避けられません。」 

「このように、目まぐるしく変化する社会経済情勢の中でも、本市が今後も持続

可能なまちとして発展を続けるためには、現在の計画を的確に評価分析するととも

に、既存の慣習や経験にとらわれない新たな手法や考え方を施策に盛り込む等、将

来を見据えて、まちづくりの根幹となる総合計画を見直す必要があります。」 

「ついては、令和４年度で前期基本計画の計画期間が終了することから、令和５

年度を初年度とする後期基本計画を策定し、効果的かつ効率的で戦略的な行政運営

を目指していきます。」 

と、いうことでございます。 

次の「２ 総合計画の構成」につきましては、先程の説明と重複しますので、省

略させていただきまして、１枚おめくりください。 

表の次に記載のある、「３ 策定に係る基本的な考え方」でございますが、 

まず、（１）として「前期基本計画の進捗状況を踏まえ、基本構想の実現に向け

た具体的な施策を示すものとします。」 

次に、（２）として、「市民ワークショップによる意見集約、市民アンケート調

査、パブリック・コメント等、様々な機会を捉えた市民意見の把握と計画策定にお

ける市民参画に取り組みます。」 

次に、（３）として、「「可能性への挑戦―那珂ビジョン―」及び「第２期那珂

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」との整合性を図ることとします。」 

次に、（４）として、「国、県等の構想や長期計画との整合性に配慮するととも

に、市の各施策分野における個別計画との整合性を図ることとします。」 

次に、（５）として、「既定の基本構想及び前期基本計画の体系を踏襲すること

を前提としつつ、現在の本市を取り巻く社会環境や背景を適正に捉えた上で必要な

見直しを行うこととします。」 

次に、（６）として、「国道１１８号の４車線化や茨城県植物園のリニューアル

計画、茨城北部幹線道路の整備等を地域活性化の契機と捉えるとともに、那珂イン

ターチェンジ周辺の道の駅構想に続く関係人口の増加に繋がる新たなまちづくり構

想について検討します。」 

最後に、（７）として、「カーボンニュートラルやＤＸ（デジタルトランスフォ

ーメーション）等の新たな取組を取り入れた時代の流れに対応した内容とし、「Ｓ

ｏｃｉｅｔｙ５．０」や「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の実現に向けた実効

的な指針となるよう検討します。」ということでございます。 

続いて「４ 策定体制」でございますが、 

次の、３ページの図の、イメージどおりとなりますが、庁内体制としましては、
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課長補佐（総括）級の職員で組織する「ワーキングチーム」が原案を作成し、それ

をこの「策定委員会」で検討を行い、「庁議」にて審議し、庁内の決定を行います。 

また、その経過報告も含めて、検討内容を「議会」に報告して意見をいただいた

り、「総合開発審議会」に諮問し、答申をいただいたりする体制となっております。 

さらに、図の右下にあるとおり、市民からも十分に意見や提案をいただくような

体制としております。 

最後に４ページ目の「５ 策定スケジュール」でございますが、この策定方針が、

今年の３月に承認されてから既に３か月経過しているということもあり、当初の予

定と変更となっている部分もございますので、スケジュールについては、【資料６】

をご覧いただければと存じます。 

【資料６】の表の一番上にございます、市議会への報告を基準としてスケジュー

ルの管理をしていくことになりますが、今年の１２月開催の市議会全員協議会で報

告することが目標となります。 

表の上から４番目の欄が、この策定委員会のスケジュールとなりますが、その下

の欄のワーキングチームから策定委員会、策定委員会からその上の欄の庁議、庁議

からその上の欄の総合開発審議会へと、順次、後期基本計画の案を上げていくよう

な流れになっておりまして、この策定委員会は、本日の第１回を皮切りに、８月と

１１月の開催を予定しております。 

また、７月に予定しているワークショップを事務局側で実施し、市民の声を反映

できるよう、策定作業を進めてまいりたいと考えております。 

最終的には、今年の１２月の市議会全員協議会で報告後、年明けの令和５年１月

より印刷製本作業に入りまして、令和５年の３月に発行となる予定でございます。 

以上、「第２次那珂市総合計画 後期基本計画 策定方針について」の説明とさ

せていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〔議 長〕 ただいま事務局から説明がありましたとおり、この策定方針については、既に庁

議での承認を得て、議会にも報告済みとのことですので、基本的には、この策定方

針に沿って、今後、作業を進めていくことになるかと思います。 

委員の皆様から、何かご質問等はございますか。 

 

【質疑応答】 

（意見なし） 

 

（５）第２次那珂市総合計画後期基本計画骨子案について 

〔議 長〕 次第の５（５）、第２次那珂市総合計画後期基本計画骨子案について、事務局よ

り説明をお願いします。 

〔事 務 局〕 それでは、「第２次那珂市総合計画 後期基本計画 骨子案」について、ご説明

させていただきます 

【資料７】をご覧ください。 

この後期基本計画 骨子案は、最終的に後期基本計画を冊子として作り上げるも

のでございます。 

先程ご説明しました、「第２次那珂市総合計画 前期基本計画 評価結果報告書」

や「第２次那珂市総合計画 後期基本計画 策定方針」などを踏まえながら、課長

補佐（総括）級の職員で構成するワーキングチームにおきまして検討し、事務局で

作成したものでございます。 

１ページ目は目次となっております。 

２ページをお開きください。 

始めに「第１部 序論」でございますが、ここでも一部、資料の訂正をお願いし
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ます。 

１番目の「後期基本計画 策定の趣旨」の１行目、「本市は、平成３０年から令

和４年度まで」となっておりますが、「平成３０年」ではなく、「平成３０年度」

となります。訂正をお願いいたします。 

説明に戻ります。 

この１番目の、「後期基本計画 策定の趣旨」でございますが、こちらは、先程

ご説明した「策定方針」の最初に記載のある「計画策定の趣旨」より、若干の文言

等を修正して掲載しているものとなりますので、後でご確認いただければと存じま

す。 

また、２番目の、「後期基本計画の構成と期間」につきましても、「策定方針」

からの引用となりますので、説明は省略いたします。 

次に、次のページの、「３ 後期基本計画の進行管理と行政評価」についてでご

ざいますが、こちらも先程ご説明いたしました、「第２次那珂市総合計画の概要に

ついて」でご説明した内容となりますので、省略させていただきます。 

次に、４番目の「前期基本計画における取組」でございますが、こちらは、今後

作成する「後期基本計画の素案」の策定に伴いながら、政策ごとに取りまとめてい

きますので、骨子案の段階では、記載はございません。 

次に、５番目の「自治体に求められる視点」でございますが、現在、自治体に求

められている視点について、列挙してございます。 

（１）として、「少子高齢化に伴う社会経済の変化への対応」、（２）として、

「新型コロナウイルス感染症との共存を前提とした行政サービスの在り方の構築」、 

（３）として、「高度情報化社会の進展に伴い提唱されているＳｏｃｉｅｔｙ５．

０（未来社会）やデジタルトランスフォーメーションへの取組」、（４）として、

「地球規模での環境の変化に伴い、今後も増加や激甚化が懸念される自然災害への

継続的な対策の見直し」、（５）として、「地球環境問題が、解決すべき課題とし

て注目されるカーボンニュートラルへの取組」、最後に、（６）として、「「誰一

人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を目指すＳＤＧｓ（持

続可能な開発目標）の推進」 

ということでございます。 

４ページをご覧ください。 

「第２部 後期基本計画」でございます。 

まず、「序章 計画の策定にあたって」の、「１ まちづくりの目標」でござい

ますが、まちづくりの目標を「住みよさプラス活力あふれるまち」と掲げておりま

す。こちらの目標に決めた理由でございますが、「第２次那珂市総合計画で掲げて

いる将来像の中にもある「住みよい」という本市の強みに加え、目まぐるしく変化

する社会情勢の中でも、市民が未来へ希望を持てる「持続可能なまち」として発展

するため、本市が持つ可能性を活かし、市民がにぎわい、活力であふれる那珂市を

目指す」という思いを込めた目標となってございます。 

次に、２番目の「計画策定の考え方」でございますが、「前期基本計画における

取組の成果や、自治体に求められている視点を踏まえた上で、後期基本計画を策定」

するため、次の５つの考え方を示しております。 

まず、（１）の「那珂ビジョンの後期基本計画への一体化」でございますが、先

﨑市長が就任した直後の、令和元年５月に策定しました「那珂ビジョン」において、

「活力ある担い手の『育成』」、「住みよさを支える活力への『支援』」、「活力

ある未来への『投資』」という３つの方針を柱として、現在まで、人材や団体の育

成・支援、インフラの整備等に取り組んできました。これらの取組は、一定の成果

をあげており、今後は、総合計画の中に位置付けることで、より効果的かつ効率的

な取組となるよう努めます。」としております。 

次に、（２）として「総合戦略等 各種計画との調和」でございますが、令和２

年５月に策定した、第２期の「那珂市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、「人

口減少の抑制と地域の活性化を主な目的とした計画であり、また、その他にも各分

野において個別計画を策定しており、これらの計画との整合を保ちながら、効率的
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な運用を図ります。」としております。 

次に、（３）として「ＳＤＧｓの推進」でございますが、「ＳＤＧｓとは、「持

続可能な開発目標」を意味し、平成２７年９月の国連サミットで採択された「持続

可能な開発のための２０３０アジェンダ」で掲げられた、令和１２年までの国際社

会全体の目標でございます。１７のゴールと、１６９のターゲットから構成され、

「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、関わりのある全ての人が、経済・社

会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むことが求められています。本市に

おいても、持続可能なまちづくりに向けて、このＳＤＧｓの理念を踏まえた上で各

施策に反映させ、一人ひとりの幸せの形が多様化する中、それぞれの感じる幸せ（ウ

ェルビーイング）の実現に向けて、各施策を進めます。」としております。 

次に、（４）として、「効率的な行政運営」でございますが、「新型コロナウイ

ルス感染症による影響により人々の行動様式が非接触・非対面に変化した中で、求

められるデジタル化に遅れが生じており、社会全体におけるＤＸ化の推進が求めら

れています。本市においても、マイナンバーカードの普及促進、庁内の各種手続の

オンライン化、ＡＩ（人工知能）・ＲＰＡ（仮想知的労働力）の利用推進等様々な

デジタル技術を活用し、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるＤＸ

化を推進することで、行政サービスにおける市民の利便性を高めるとともに、効率

的な行政運営を行います。その際、多様化するニーズに合ったサービスを提供する

ことを意識しつつ、ＩＣＴ（情報通信技術）に不慣れな市民が取り残されることの

ないよう、誰もがデジタル技術の恩恵を受けられるように努めます。」としており

ます。 

最後に、（５）として、「地域活性化につながる土地利用」でございますが、 「国

道１１８号の４車線化や、茨城県植物園のリニューアル計画、茨城北部幹線道路の

整備等を地域活性化の契機と捉えるとともに、『那珂インターチェンジ周辺地域の

「まちづくりの方針」』を踏まえ、複合型交流拠点施設「道の駅」の整備を契機と

して、長期的な視点に基づいた土地利用の在り方や、民間活力の活用等を検討し、

段階的に整備していくことを目指します。」としております。 

以上の５つの考え方をもって、後期基本計画を策定してまいります。 

次に、「３ 将来人口推計」でございますが、「本市の人口は、平成１２年の５

５，０６９人をピークに減少傾向にあり、令和２年１０月１日現在では５３，５０

２人となっており、一方で世帯数は増加し続けています。第２次那珂市総合計画前

期基本計画の策定時には、目標年度である令和９年の人口を５１，１００人と推計

していましたが、後期基本計画の策定に当たり、改めて令和２年の最新の実績値を

反映した将来人口を推計したところ、令和９年には約５２，０００人になると見込

んでおり、人口減少は、緩やかに進んでいます。 

一方、年齢を３区分で見ると、少子高齢化がさらに進行していくことも予想され

ます。総合戦略によって、人口減少の抑制に取り組んでいるところではありますが、

引き続きこれらの取組について注力していくことが求められています。」 

としております。 

以下及び次のページには、ただいま説明した内容を表した、「人口の推移」や「将

来人口の推計」のグラフとなっております。 

６ページにある「人口と世帯数の推移」のグラフについては、国勢調査より、７

ページの「将来人口の推計」のグラフについては、第２期那珂市まち・ひと・しご

と創生総合戦略策定時に、国から提供された人口推計のワークシートを基に、令和

２年度の国勢調査人口実績値を反映させ、さらに平成３０年から令和２年の間の住

民基本台帳による社会移動の動向を反映させ、人口推計を行ったものでございます。 

（第２次那珂市総合計画の冊子を示しながら）こちらの、「第２次那珂市総合計

画の冊子」の８ページと１９ページに、この総合計画を策定した平成３０年３月当

時の、「人口の推移」と「将来人口の推計」のグラフの記載がございますので、併

せてご確認ください。 

７ページのグラフの下の、最後に記載のある、第１章から第６章までにつきまし

ては、後期基本計画の本編となる部分でございます。こちらの部分につきましては、
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今後検討を進めてまいります「後期基本計画 素案」の中でお示ししていくことに

なります。 

以上、「第２次那珂市総合計画 後期基本計画 骨子案について」の説明とさせ

ていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

〔議 長〕 ただいま事務局から後期基本計画骨子案について説明がありました。内容はもち

ろんですが、文言や文章の表現等も含めまして、委員の皆様から、何かご質問等が

ございましたら、お願いいたします。 

 

【質疑応答】 

〔松淵委員〕 資料７の５ページの（５）地域活性化につながる土地利用について、茨城北部幹

線道路の整備を地域活性化の契機ととらえるということで、民間活力の活用等を検

討すると抽象的に書いていますが、具体的に、（常陸）大宮方面に道路４車線化の

工事などをしているが、その周辺がどうなるのか、要するに地域の活性化という意

味での活用が、いろいろな業者が出店したりという検討が出ていて、副市長の方に

話が行っていたと思いますが、ぜひそれをこの計画の中で、取り入れて進めていた

だきたい。行政のほうが今ひとつ乗り気じゃないということがあるので、ぜひこれ

を機会に取り組んでいってほしいと思います。 

〔議 長〕 はい、ありがとうございます。 

       その他、ご意見等ありましたらお願いします。 

 

〔宮﨑副委員長〕 ３点ほどお話ししたいと思います。１つは後期基本計画の全体的な話ですけ

ど、選択と集中、そしてスピード感が大事になってくると思いますので、適切に成

果の目標管理、そしてＰＤＣＡを回してできたらスクラップアンドビルドみたいな

ものを考える必要性があるのかなと思います。 

２点目は、５ページの、効率的な行政運営、今回のコロナウイルス、自然災害、

それから高齢化を考えるとやはり行政のデジタル化、これを積極的に進めていかな

いといけないなと考えます。それをするに当たって、市民にとって便利で使いやす

いシステム、いわゆるデジタル難民が出ないように、そういうものを作っていかな

いといけないと思います。ホームページも古い感じがするのでリニューアルしてい

き、それからスマホのアプリを使って新しい発信の仕方をすると、そういうような

取組をする必要があります。こういうことをやることで、那珂市全体が変わってき

たな、そういう実感が持てるような感じになると思います。 

３点目は、７ページにある、第５章活力あふれる交流と賑わいのまちづくり、と

いうのがありますが、実は先日つくば市長が言っていたのですが、つくば市は全国

の一般市で一番人口が増えている、らしいです。このつくば市で問題になっている

のが、中心地が非常にいいのですが、周辺地区が悲惨になっている、ここを活気づ

けたいという方向でつくば市は取り組んでいるらしいです。今までは優遇政策で外

から人を呼び込むというのはやめて、クラフトライフという概念、なりわいを持っ

て地域の中で暮らす、そういう人を増やしていこうということで、周辺地区を活性

化させるようなことをやっていくと言っていました。その場合土地の規制緩和こう

いうものが必要だろうと、いうことで、５ページにある２の（５）地域活性化につ

ながる土地利用、こういうのがありますけど、今後那珂市もこういうことを進める

必要があるかなと思いまして、市街化調整区域、区域指定というのがありますが、

こういうところをある程度規制緩和をしていく、そういうことをやっていく必要が

あるのではないかと思っています。以上３点です。 

〔議 長〕 ありがとうございます。 
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〔勝井副委員長〕 ＳＤＧｓ、３ページで「誰一人取り残さない」とか「ウェルビーイング」幸

せという意味ですが、もう少し地に足の着いた表現ができないかなと、まあスロー

ガンというのは分かるのですが、もう少し地に足の着いた表現ができないかなと思

います。今、外国では、北欧ではそういう素地があった。日本の場合はどちらかと

いえばビジネスに活かそうとか、経済発展につなげよう、そういうとらえ方をして

いるのですが、少し違うと思うのです。それはそれとしていいのですけど。近年格

差社会が拡大しておりますし、コロナで大変な思いをしました、それからロシア、

ウクライナ（の問題）、これは持続可能な世界を壊しているそういうことですが、

そういう難しい状況がある中で、８年後に誰一人として貧困者をなくすということ

はできないと思いますが、とにかく取り組むのはいいことだから、１７の目標があ

るのだから、そのうちの１つか２つを、那珂市が取り組んでいけそうなもの、例え

ばジェンダーについて、それから循環型社会の形成などを取り上げてやっていく、

そういう姿勢が必要と思う。二つ目は、ＤＸ化について、５ページの４番目にある

ＤＸはどうしても若い人が中心になり、年寄にはなかなか難しいところがあります。

ですので、誰でも使える、しかもＤＸは人を家の中に閉じ込めようとするそういう

やり方だと思うのですけど、人と人との接触によって社会はできているので、そう

いう意味で必要なことは認めますけど、あまりこれを極端にやっていくと変な社会

になってしまう、そういう心配がありますので、ここに書いてあるように、誰もが

デジタル化の恩恵を受けられるようにしていただきたい。デジタル庁はあまりうま

くいっているとは思えないけど、そういう意味でこの問題は難しいこととは思いま

すが。 

〔議 長〕 二人の副委員長からご指摘ありましたが、事務局何か意見ありますか。 

〔事 務 局〕 本日初回という会議でありながら、いろいろなありがたいご意見をたくさん頂戴

いたしました。これから、そういったところを勘案させていただきながら、最初の

素案から良い案が提示できるように、努力したいと思います。ありがとうございま

す。 

〔議 長〕 その他、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

       次回の資料については郵送ですか？ 

〔事 務 局〕 次回の資料につきましても、皆様のお手元に届くようにお送りしたいと思います。

今回の資料については、準備不足で間際になってしまいましたが、次回は、素案に

なると思いますので、早めに準備し、皆様によく見ていただけるように期間を設け

て送付できればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〔議 長〕 ８月のいつ頃という見込みはありますか？ 

〔事 務 局〕 会議の開催予定については、まだ暫定ですが、８月のお盆前、１０日前後を予定

しています。確定しましたら、改めて通知をお送りしたいと思います。以上です。 

〔議 長〕 この場でなくても、気付いたこと等ございましたら、事務局の方へご連絡等いた

だければと幸いです。次回に向けては、いよいよ計画の中身についてとなりますの

で、早めに皆様のお手元に資料をお送りしてご覧いただけるように取り組んで参り

たいと思います。ご意見がなければ、以上で本日の協議事項全て終わりました。次

回は素案について検討していただくことになります。皆様からの忌たんのないご意

見を頂きながら、より良い基本計画の策定を進めて参りたいと思います。引き続き

ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。それでは事務局に進行を戻します。 

〔事 務 局〕 長時間に渡り慎重なご審議をいただき、ありがとうございました。 

 

６ その他 

〔事 務 局〕 最後に、次第の６「その他」でございますが、委員の皆様から何かございますか。 

 



19 

（意見なし） 

 

７ 閉会 

〔事 務 局〕 以上をもちまして、令和４年度第１回那珂市総合計画策定委員会を終了いたしま

す。 

なお、第２回の策定委員会は、先ほど申し上げましたとおり、８月１０日前後を

予定しております。日程等の詳細が決まり次第、改めてご連絡させていただきます

ので、よろしくお願いします。本日は、長時間に渡り大変お疲れ様でした。 

 

〔終了〕 

 

 


